
設計業務等標準積算基準 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第 1章 

測量業務積

算基準 

 

○技術者単

価が設定さ

れなかった

為、削除 

 

第１節 測量業務積算基準 

 
（中略） 

 

 

 

（削 除） 

 

 

 

 

1-1-15 

 

 

第１節 測量業務積算基準 

 
（中略） 
 

 １－６ 測量上級主任技師について 

 

 測量作業の業務内容が技術的に特に高度なものである場合、計画、解析、技術管理等の責任者、または

指導的技術者として、測量上級主任技師を置くことができる。 

 

 

 

1-1-15 

第 2章 

測量業務標

準歩掛 

第 1節 

基準点測量 

 

○GNSS解析

用計算機の

規格の削除 

 

１－１ １級基準点 

 １－１－１ 新点５点 

 

 

 

1-2-2 

 

 

                                                                                         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-2 

 

 

１－１ １級基準点 

 １－１－１ 新点５点 

 

1-1-1 

 

 

1-2-2 
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設計業務等標準積算基準 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第 2章 

測量業務標

準歩掛 

第 7節 

空中写真測

量 

 

○ｶﾗｰｲﾝｸｼﾞ

ｪｯﾄﾌﾟﾛｯﾀの

規格の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７－３ 標定点測量及び同時調整 

 ７－３－１ 対空標識の設置（写真縮尺１／１０，０００～１２，５００） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-120 

 

 

７－３ 標定点測量及び同時調整 

 ７－３－１ 対空標識の設置（写真縮尺１／１０，０００～１２，５００） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-120 

第 2章 

測量業務標

準歩掛 

第 7節 

空中写真測

量 

 

○用語（名

称）の統一 

 

 

 

 

 

 

 

 

７－３ 標定点測量及び同時調整 

 ７－３－４ 簡易水準測量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-122 

 

７－３ 標定点測量及び同時調整 

 ７－３－４ 簡易水準測量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-122 
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設計業務等標準積算基準 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第 2章 

測量業務標

準歩掛 

第 9節 

航空レーザ

測量 

○用語（名

称）の統一、

GNSS解析用

計算機の規

格の削除 

９－２ 航空レーザ測量 

９－２－１ 航空レーザ測量（地図情報レベル１０００） 

1-2-141 

９－２ 航空レーザ測量 

９－２－１ 航空レーザ測量（地図情報レベル１０００） 

1-2-141 
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設計業務等標準積算基準 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第 2章 

地質調査標

準歩掛 

第 3節 

地すべり調

査 

 

○歩掛名称

の 変 更 、

（注）の追

加 

 

 

３－３ 移動変形調査 

３－３－１ 伸縮計による調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．材料には次のものを含む。格納箱１箱，記録ペン１本，インバー線 14m，木杭９本，

塩ビ管９m，ソケット２個，雑品。 
２．撤去を行う場合は別途考慮する。 

 
 
（中略） 
 

2-3-12 

 

 

３－３ 移動変形調査 

３－３－１ 伸縮計による調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．材料には次のものを含む。格納箱１箱，記録ペン１本，インバー線 14m，木杭９

本，塩ビ管９m，ソケット２個，雑品。 
                   

 
 
（中略） 
 

2-3-12 

 

第 2章 

地質調査標

準歩掛 

第 3節 

地すべり調

査 

 

○歩掛名称

の 変 更 、

（注）の追

加 

 

 

３－３－２ 傾斜計による調査 

 

 

           
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）１．材料には次のものを含む。格納箱１箱，ガラス板１枚，コンクリート（現場打，普

通ポルトランド）0.09m3，栗石 0.03 m3，杉丸太４本，雑品。 
２．撤去を行う場合は別途考慮する。 

 
 
（中略） 
 

2-3-13 

 

 

 

３－３－２ 傾斜計による調査 

 

 

           
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）１．材料には次のものを含む。格納箱１箱，ガラス板１枚，コンクリート（現場

打，普通ポルトランド）0.09m3，栗石 0.03 m3，杉丸太４本，雑品。 
                   

 
 
（中略） 
 

2-3-13 

 

 

（１）設置      （１）設置・撤去 

（１）設置      （１）設置・撤去 
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設計業務等標準積算基準 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第 2章 

地質調査標

準歩掛 

第 3節 

地すべり調

査 

 

○歩掛名称

の 変 更 、

（注）の追

加 

 

   

３－３－３ パイプ式歪計による調査 

           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 

            （注） １．パイプ式歪計の算出は，次式による。 

            Ｎ（本数）＝Ｄ（深度 m） 

           ２．リード線数量の算出は，次式による。（余裕長 2.0m を含む） 

                     ①１方向２ゲージの場合 

                       Ｌ（１孔当りリード線延長）＝Ｄ（深度 m）÷２（D（深度 m）＋４） 

                       ②２方向４ゲージの場合 

               Ｌ(１孔当りリード線延長）＝［Ｄ（深度 m）÷２（D（深度 m）＋４）］×２                             
３．パイプ式歪計はソケットレス仕様を標準とする。 

４．本表は，１方向２ゲージまたは２方向４ゲージ，ゲージ間隔 1.0m、深度 30m 以内の

場合に適用し，これ以外の場合には別途考慮する。 

５．撤去を行う場合は別途考慮する。 

 
（中略） 

2-3-14 

 

３－３－３ パイプ式歪計による調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （注） １．パイプ式歪計の算出は，次式による。 

            Ｎ（本数）＝Ｄ（深度 m） 

           ２．リード線数量の算出は，次式による。（余裕長 2.0m を含む） 

                     ①１方向２ゲージの場合 

                       Ｌ（１孔当りリード線延長）＝Ｄ（深度 m）÷２（D（深度 m）＋４） 

                       ②２方向４ゲージの場合 

               Ｌ(１孔当りリード線延長）＝［Ｄ（深度 m）÷２（D（深度 m）＋４）］×２                             
３．パイプ式歪計はソケットレス仕様を標準とする。 

４．本表は，１方向２ゲージまたは２方向４ゲージ，ゲージ間隔 1.0m、深度 30m
以内の場合に適用し，これ以外の場合には別途考慮する。 

                                    

 
（中略） 

2-3-14 

第 2章 

地質調査標

準歩掛 

第 3節 

地すべり調

査 

 

○歩掛名称

の 変 更 、

（注）の追

加 

 

 

 

 

３－３－４ 挿入式孔内傾斜計 

 

 

 

 

 

 

 

（注）  １．アルミケーシング数量の算出は，次式による。 

             Ｍ（本数）＝Ｄ（深度 m）÷３＋１（端数切り捨て） 

           ２．アルミカップリング数量の算出は，次式による。 

                       Ｎ（個数）＝Ｍ（アルミケーシング本数）－１ 

３．本表は，１方向または２方向で 0.5m～1.0m 間隔，深度 50m 以内の場合に適用し，

これ以外の場合には，別途考慮する。 

 ４．撤去を行う場合は別途考慮する。 

（中略） 
 

2-3-15 

 

３－３－４ 挿入式孔内傾斜計 

 

 

 

 

 

 

 

（注）  １．アルミケーシング数量の算出は，次式による。 

             Ｍ（本数）＝Ｄ（深度 m）÷３＋１（端数切り捨て） 

           ２．アルミカップリング数量の算出は，次式による。 

                       Ｎ（個数）＝Ｍ（アルミケーシング本数）－１ 

３．本表は，１方向または２方向で 0.5m～1.0m 間隔，深度 50m 以内の場合に適

用し，これ以外の場合には，別途考慮する。 

                                   
（中略） 
 

2-3-15 

 

（１）設置      （１）設置・撤去 

（１）設置      （１）設置・撤去 
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設計業務等標準積算基準 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第 1章 

設計業務等

積算基準 

第 3節 

電子成果品

作成費 

○中間技術

審査を対象

の直接人件

費から控除

○（１）設

計と（２）

その他を両

方計上する

場合の考え

方を追加 

第３節 電子成果品作成費

   ３－１ 電子成果品作成費 

 「福島県電子納品運用ガイドライン（案）【業務委託編】」並びに「土木設計業務等の電子納品要領 

（案）」に基づく電子成果品の作成費用は，次の計算式により算出するものとする。 

  ただし，これによりがたい場合は別途考慮する。 

  （１）概略設計，予備設計又は詳細設計                        

  電子成果品作成費(千円) ＝ ６．９ｘ０．４５ 

  ただし，ｘ：直接人件費（打合せ協議を含む。旅費交通費 、中間技術審査 を除く。）（千円） 

  （２）その他の設計業務（（１）以外） 

  電子成果品作成費(千円) ＝ ５．１ｘ０．３８ 

 ただし，ｘ：直接人件費（打合せ協議を含む。旅費交通費 、中間技術審査 を除く。）（千円） 

（注）１．上式の電子成果品作成費の算出にあたっては，直接人件費（打合せ協議を含む。旅費交通費 、

中間技術審査 を除く。）を千円単位（小数点以下切り捨て）で代入する。 

２．算出された電子成果品作成費（千円）は，千円未満を切り捨てる（小数点以下切り捨て）ものと

する。 

３．電子成果品作成費の上下限については， 

 （１）の場合，上限：700千円，下限：20千円， 

 （２）の場合，上限：250千円，下限：20千円 とする。 

４．ひとつの費目で（例：X6000）で(１),(２)両方を計上する場合は,(１),(２)各々の上限値を適

用した上で，(１),(２)の合計を電子成果品作成費とし，上限：700千円，下限：20 千円とする。 

（参考）「（１）概略設計，予備設計又は詳細設計」の例 

･･･「第３編 設計業務」に記載の設計業務、「参考資料 第７編 Ａ．災害復旧事業業務委託

設計基準」の「設計業務等委託積算基準」による設計業務など 

「（２）その他の設計業務（（１）以外）」の例 

･･･「第２編 地質調査業務」、「第４編 調査、計画業務」で「設計業務等積算基準」による

こととするとされている業務、「参考資料 第７編Ｃ．国有林野の貸付申請及び保安林解

除手続関係」による書類作成業務など 

（中略） 

3-1-4 

コード番号 ＳＣ９００ 

コード番号 ＳＣ９００ 

第３節 電子成果品作成費

   ３－１ 電子成果品作成費 

 「福島県電子納品運用ガイドライン（案）【業務委託編】」並びに「土木設計業務等の電子納品要領 

（案）」に基づく電子成果品の作成費用は，次の計算式により算出するものとする。 

  ただし，これによりがたい場合は別途考慮する。 

  （１）概略設計，予備設計又は詳細設計      

  電子成果品作成費(千円) ＝ ６．９ｘ０．４５ 

  ただし，ｘ：直接人件費（打合せ協議を含む。旅費交通費   を除く。）（千円） 

  （２）その他の設計業務（（１）以外） 

  電子成果品作成費(千円) ＝ ５．１ｘ０．３８ 

 ただし，ｘ：直接人件費（打合せ協議を含む。旅費交通費   を除く。）（千円） 

（注）１．上式の電子成果品作成費の算出にあたっては，直接人件費（打合せ協議を含む。旅費交通費 

 を除く。）を千円単位（小数点以下切り捨て）で代入する。 

２．算出された電子成果品作成費（千円）は，千円未満を切り捨てる（小数点以下切り捨て）

ものとする。 

３．電子成果品作成費の上下限については， 

 （１）の場合，上限：700千円，下限：20千円， 

 （２）の場合，上限：250千円，下限：20千円 とする。 

（参考）「（１）概略設計，予備設計又は詳細設計」の例 

･･･「第３編 設計業務」に記載の設計業務、「参考資料 第７編 Ａ．災害復旧事業業務委

託設計基準」の「設計業務等委託積算基準」による設計業務など 

「（２）その他の設計業務（（１）以外）」の例 

･･･「第２編 地質調査業務」、「第４編 調査、計画業務」で「設計業務等積算基準」によ

ることとするとされている業務、「参考資料 第７編Ｃ．国有林野の貸付申請及び保安

林解除手続関係」による書類作成業務など 

（中略） 

3-1-4 

コード番号 ＳＣ９００ 

コード番号 ＳＣ９００ 

6



設計業務等標準積算基準 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第２章 

設計業務等

標準歩掛 

第 1節 

道路設計標

準歩掛 

 

○暫定計画

の適用につ

いて、補足 

 

 

第 1節 道路設計標準歩掛 

 

（中略） 

 

１－５ 補正の適用 

 

（中略） 

 

（7）暫定計画 

 暫定計画とは、全体計画の他に 、全体計画に至るまでの当面の計画として、前期契約施工分の検討、

成果を別途にとりまとめる場合とする。 

 

（中略） 

 

3-2-9 

 

第 1節 道路設計標準歩掛 

 

（中略） 

 

１－５ 補正の適用 

 

（中略） 

 

（7）暫定計画 

 暫定計画とは、全体計画の他に                                 前期契約施工分の検討、

成果を別途にとりまとめる場合とする。 

 

（中略） 

 

3-2-9 
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設計業務等標準積算基準 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第２章 

設計業務等

標準歩掛 

第 9節 

トンネル設

計 

 

○計上単位

を見直し 

（１業務当

りを１トン

ネル当りに

改正） 

９－１ 山岳トンネル詳細設計 

９－１－３ 標準歩掛 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-114 

９－１ 山岳トンネル詳細設計 

９－１－３ 標準歩掛 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-114 
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設計業務等標準積算基準 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第２章 

設計業務等

標準歩掛 

第 9節 

トンネル設

計 

 

○計上単位

を見直し 

（１業務当

りを１トン

ネル当りに

改正） 

９－１ 山岳トンネル詳細設計 

９－１－３ 標準歩掛 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-115 

 

９－１ 山岳トンネル詳細設計 

９－１－３ 標準歩掛 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-115 
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設計業務等標準積算基準 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第２章 

設計業務等

標準歩掛 

第 12 節 

仮設構造物

詳細設計 

 

○電子計算

機使用料の

対象構造物

を明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２－１ 土留工 

１２－１－１ 詳細設計 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-131 

 

１２－１ 土留工 

１２－１－１ 詳細設計 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-131 
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設計業務等標準積算基準 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第２章 

設計業務等

標準歩掛 

第 12 節 

仮設構造物

詳細設計 

 

○電子計算

機使用料の

対象構造物

を明確化 

 

１２－１ 土留工 

１２－１－１ 詳細設計 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-132 

 

 

 

１２－１ 土留工 

１２－１－１ 詳細設計 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-132 

 

11



設計業務等標準積算基準 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第２章 

設計業務等

標準歩掛 

第 12 節 

仮設構造物

詳細設計 

 

○電子計算

機使用料の

対象構造物

を明確化 

 

１２－２ 仮橋、仮桟橋 

１２－２－１ 詳細設計 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-135 

１２－２ 仮橋、仮桟橋 

１２－２－１ 詳細設計 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-135 
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設計業務等標準積算基準 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第２章 

設計業務等

標準歩掛 

第 13 節 

河川構造物

設計 

 

○表中の補

正係数を、

小数点第 2

位まで算出

（第 3 位四

捨五入） 

 

 

 

１３－２ 河川排水機場設計 

   １３－２－３ 予備設計歩掛 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-147 

１３－２ 河川排水機場設計 

   １３－２－３ 予備設計歩掛 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2-147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

3-2-148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

3-2-148 
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設計業務等標準積算基準 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第２章 

設計業務等

標準歩掛 

第 13 節 

河川構造物

設計 

 

○表中の補

正係数を、

小数点第 2

位まで算出

（第 3 位四

捨五入） 

 

１３－２ 河川排水機場設計 

   １３－２－４ 詳細設計歩掛 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

3-2-150 

 

１３－２ 河川排水機場設計 

   １３－２－４ 詳細設計歩掛 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

3-2-150 
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設計業務等標準積算基準 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第１章 

調査、計画

業務 

第 3節 

道路施設点

検業務 

 

○打音検査

について、

歩掛適用範

囲を明確化 

 

 

 

 

３－２ 橋梁定期点検業務積算基準 

   ３－２－５ 標準歩掛 

   （６）点検調書作成 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-20 

 

３－２ 橋梁定期点検業務積算基準 

   ３－２－５ 標準歩掛 

   （６）点検調書作成 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-20 

第１章 

調査、計画

業務 

第 3節 

道路施設点

検業務 

 

○機械経費

について、

諸雑費の計

算方法を明

確化 

 

３－２ 橋梁定期点検業務積算基準 

   ３－２－６ 機械経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-22 

 

 

 

３－２ 橋梁定期点検業務積算基準 

   ３－２－６ 機械経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1-22 
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設計業務等標準積算基準 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第１章 

調査、計画

業務 

第 4節 

道路環境調

査 

○業務毎に

適用する積

算基準につ

いて、明確

化 

 

４－１ 道路環境調査業務等積算基準 

（中略） 

    

４－１－２ 業務等の費用等 

（１） 業務等の費用及び積算等 

  １）業務の内「現地調査」に係わる費用及び積算等 （「報告書作成」を除く。）は、「測

量業務積算基準」による。 

   ２）業務の内「既存資料調査」に係わる費用及び積算等 並びに「報告書作成」に係わる費用

及び積算 等は、「設計業務等積算基準」による。 

 

（中略） 

 

4-1-23 

 

 

４－１ 道路環境調査業務等積算基準 

（中略） 

    

４－１－２ 業務等の費用等 

（１） 業務等の費用及び積算等 

  １）業務の内「現地調査」に係わる費用及び積算等                     は、「測量

業務積算基準」による。 

   ２）業務の内「既存資料調査」に係わる費用及び積算等                 

    等は、「設計業務等積算基準」による。 

 

（中略） 

 

4-1-23 
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設計業務等標準積算基準（参考資料） 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第１編 

総則 

第２章 

積 算 基 準

（参考） 

第 1節 

積算基準 

 

○技術者単

価が設定さ

れなかった

為、測量上

級主任技師

を削除 

 

 

 

第１節 積算基準 

 １－１ 技術者の職種区分 

    参考までに設計業務等における技術者の職種区分定義を下記のとおり示す。 

 

（１） 測量技術者 

    職種区分定義 

                                                                                           

                                                                   

                                              

    ① 測 量 主 任 技 師 ：測量士で業務全般に精通するとともに複数の業務を担当する者。 

また，業務の計画及び実施を担当する技術者で測量技師等を指揮，指導する

者。 

    ② 測 量 技 師：測量士で             測量主任技師の包括的指示のもとに業務

の計画，実施を担当する者。また，測量技師補又は撮影士等を指揮，指導し

て測量を実施する者。 

    ③ 測 量 技 師 補 ：上記以外の測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに計画に従い

業務の実施を担当する者。また，測量助手を指揮，指導して測量を実施する

者。 

    ④ 測 量 助 手：測量技師又は測量技師補の指揮，指導のもとに測量作業における難易度の高

い補助業務を担当する者。 

    ⑤ 操 縦 士：測量用写真の撮影等に使用する事業用航空機の操縦免許保有者で操縦を担当

する者。 

    ⑥ 整 備 士：一等又は二等航空整備士の免許保有者で測量用写真の撮影等に使用する航空

機の整備を担当する者。 

    ⑦ 撮 影 士：測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに測量用写真の撮影業務

及び航空レーザ計測を担当する者。また，撮影助手を指揮，指導して撮影等

を実施する者。 

    ⑧ 撮 影 助 手：撮影士の指揮，指導のもとに測量用写真の撮影等の補助業務を担当する者。 

 

 

参 1-2-1 

 

 

 

第１節 積算基準 

 １－１ 技術者の職種区分 

    参考までに設計業務等における技術者の職種区分定義を下記のとおり示す。 

 

（１） 測量技術者 

    職種区分定義 

    ① 測量上級主任技師：測量士でかつ技術士（総合技術監理部門・応用理学部門・情報工学部門・

建設部門）又はこれと同等の能力を有す技術者で，特に高度な業務の計画，

解析並びに技術管理等の責任者または指導的技術者。 

    ② 測 量 主 任 技 師 ：測量士で業務全般に精通するとともに複数の業務を担当する者。 

また，業務の計画及び実施を担当する技術者で測量技師等を指揮，指導す

る者。 

    ③ 測 量 技 師：測量士で 測量上級主任技師又は 測量主任技師の包括的指示のもとに業務

の計画，実施を担当する者。また，測量技師補又は撮影士等を指揮，指導

して測量を実施する者。 

    ④ 測 量 技 師 補 ：上記以外の測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに計画に従

い業務の実施を担当する者。また，測量助手を指揮，指導して測量を実施

する者。 

    ⑤ 測 量 助 手：測量技師又は測量技師補の指揮，指導のもとに測量作業における難易度の

高い補助業務を担当する者。 

    ⑥ 操 縦 士：測量用写真の撮影等に使用する事業用航空機の操縦免許保有者で操縦を担

当する者。 

    ⑦ 整 備 士：一等又は二等航空整備士の免許保有者で測量用写真の撮影等に使用する航

空機の整備を担当する者。 

    ⑧ 撮 影 士：測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに測量用写真の撮影業

務及び航空レーザ計測を担当する者。また，撮影助手を指揮，指導して撮

影等を実施する者。 

    ⑨ 撮 影 助 手：撮影士の指揮，指導のもとに測量用写真の撮影等の補助業務を担当する者。 

 

 

参 1-2-1 
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設計業務等標準積算基準（参考資料） 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第１編 

総則 

第２章 

積 算 基 準

（参考） 

第 1節 

積算基準 

 

○基準日額

の変更に伴

い、改正 

 

１－２ 旅費交通費 

   １－２－５ 旅費交通費積算例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

参 1-2-5 

 

１－２ 旅費交通費 

   １－２－５ 旅費交通費積算例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

参 1-2-5 

 

第１編 

総則 

第２章 

積 算 基 準

（参考） 

第 1節 

積算基準 

 

○ 測 量 業

務、地質調

査業務にお

ける諸経費

の調整項目

を削除 

 

 

１－８ 諸経費率等の扱い 

 

 （中略） 

 

   

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

参 1-2-13 

 

 

１－８ 諸経費率等の扱い 

 

 （中略） 

 

  １－８－２ 公益法人等に発注する場合 

公益法人等に発注する場合の諸経費は，測量業務においては直接測量費（成果検定費を除く）， 

地質調査においては対象額（直接調査費＋間接調査費）に諸経費率を乗じて得た額の 90％を限 

度として算定する。 

測量業務 

諸経費＝直接測量費（成果検定費を除く）×諸経費率×90／100 

地質調査 

諸経費＝対象額（直接調査費＋間接調査費）×諸経費率×90／100 

 

 

 

参 1-2-13 

 

18



設計業務等標準積算基準（参考資料） 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第４編 

設計業務等

関係 

第１章 

設計業務等

運用（参考

資料） 

第５節 

橋梁設計 

 

○ 座 標 計

算・施工計

画・動的照

査の適用に

ついて、補

足 

 

５－２ 橋梁詳細設計 

５－２－１ 積算についての注意事項 

１．〈橋梁詳細設計全体〉 

（１） １橋当りの歩掛 

１） 座標計算，施工計画，動的照査については，上部工，下部工，基礎工，架設工を全て含んだ１橋当 

りの歩掛として計上する。 

なお，１橋当りの歩掛には，１構造体として設計される橋梁に対して座標計画，施工計画，動的照 

査を行う為，橋種が異なる場合であっても連続高架橋は１橋分の歩掛を計上する。 

また，上下線の設計を行う場合，上下線で分離していて１構造体としての連続性がなければ２橋分 

を計上し，横断方向に上部工上下線を１下部工が担う場合は１連続体として計上する。 

２） 標準歩掛に記載している上部工橋種及び適用条件以外の場合は，別途考慮するものとする。 

（例：少数主桁橋は標準歩掛に記載している上部工橋種として記載が無いため別途考慮する。）  

 

（中略） 

参 4-1-51 

 

５－２ 橋梁詳細設計 

５－２－１ 積算についての注意事項 

１．〈橋梁詳細設計全体〉 

（１） １橋当りの歩掛 

  座標計算，施工計画，動的照査については，上部工，下部工，基礎工，架設工を全て含んだ１橋当 

りの歩掛として計上する。 

                                           

                                  

                                           

                                  

   標準歩掛に記載している上部工橋種及び適用条件以外の場合は，別途考慮するものとする。 

（例：少数主桁橋は標準歩掛に記載している上部工橋種として記載が無いため別途考慮する。）  

 

（中略） 

参 4-1-51 

第４編 

設計業務等

関係 

第１章 

設計業務等

運用（参考

資料） 

第５節 

橋梁設計 

 

○数値基準

を統一 

 

 
１０－１－４ 流路工詳細設計 
 
（中略） 
 
（２） 計 算 例 

   １） 流路工詳細設計 

         〔標準歩掛 （床固工・帯工を除く） 〕＝    歩掛１               

         表１４．８により 歩掛１ に流路工延長による補正を行う。 

          〔歩掛１×（0.07×800＋82.5%＝139%）〕＝   歩掛２ 

               パーセント表示の小数点以下四捨五入 

            表１４．１０により 歩掛２に床固工及び帯工を基数分計上する。   

      〔歩掛２＋表14.10 床固工９基＋表14.10 帯工７基〕＝流路工詳細設計歩掛  ……①   

   （床固工歩掛×(1+(9-1)×0.23=2.84））＋（帯工歩掛×(1+(7-1)×0.23=2.38））          

   ２） 管理用道路・景観設計による加算 

      表１４．９により，管理用道路・景観設計を計上する。 

管理用道路・景観設計歩掛………②    

３） 付属施設による加算 

      表１４．１１付属施設による加算歩掛の取水工・排水工３ヶ所計上する。 

    〔表14.11 取水・排水工歩掛 × (1+(3-1)×0.26＝1.52) 〕＝ 付属施設設計歩掛………③ 

   ４） 現地踏査 

      標準歩掛（注）２．により計上する。………④ 

   ５） 打合せ協議 

      表１４．１２打合せ協議標準歩掛に中間打合せ１回分の人員を加算する。 

         〔標準歩掛＋中間打合せ１回の人員数〕＝打合せ協議歩掛………⑤                          

   ６） 設計歩掛 

   設計歩掛＝①＋②＋③＋④＋⑤ 

 

参 4-1-84 

 
１０－１－４ 流路工詳細設計 
 
（中略） 
 
（２） 計 算 例 

   １） 流路工詳細設計 

         〔標準歩掛 （床固工・帯工を除く） 〕＝    歩掛１               

         表１４．８により 歩掛１ に流路工延長による補正を行う。 

          〔歩掛１×（0.07×800＋82.5%＝139%）〕＝   歩掛２ 

                      小数点以下四捨五入 

            表１４．１０により 歩掛２に床固工及び帯工を基数分計上する。   

      〔歩掛２＋表14.10 床固工９基＋表14.10 帯工７基〕＝流路工詳細設計歩掛  ……①   

   （床固工歩掛×(1+(9-1)×0.23=2.84））＋（帯工歩掛×(1+(7-1)×0.23=2.38））          

   ２） 管理用道路・景観設計による加算 

      表１４．９により，管理用道路・景観設計を計上する。 

管理用道路・景観設計歩掛………②    

３） 付属施設による加算 

      表１４．１１付属施設による加算歩掛の取水工・排水工３ヶ所計上する。 

    〔表14.11 取水・排水工歩掛 × (1+(3-1)×0.26＝1.52) 〕＝ 付属施設設計歩掛………③ 

   ４） 現地踏査 

      標準歩掛（注）２．により計上する。………④ 

   ５） 打合せ協議 

      表１４．１２打合せ協議標準歩掛に中間打合せ１回分の人員を加算する。 

         〔標準歩掛＋中間打合せ１回の人員数〕＝打合せ協議歩掛………⑤                          

   ６） 設計歩掛 

   設計歩掛＝①＋②＋③＋④＋⑤ 

 

参 4-1-84 
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設計業務等標準積算基準（参考資料） 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第 7 編参考資

料 

B.発注者支援 

 

○補完業務委

託に延長によ

る補正を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第２節 補完業務委託積算基準 

   ２－１ 適用範囲 

本歩掛は、道路、河川の設計において与えられた資料にもとづいて土工（路盤舗装等の面積算出を

含む）及び構造物の数量を算出するものである。 

本歩掛表は下記に示す範囲の設計業務に適用する。 

１）当初の実施設計または詳細設計の資料を与え、それを基本として土工及び構造物等の数量のみを

見直す場合に適用する。 

２）中心線、縦断、横断を変更する場合には適用しない。 

３）測点間隔は 20m を標準とする。 

 

   ２－２ 業務委託料の積算 

    「設計業務等積算基準」に準ずる。 

 

   ２－３ 土木、構造物等数量算出歩掛 

   （１）標準歩掛 

（１式当たり) 

職 種 

区 分 

直 接 人 件 費 
備   考 

技師（ Ｂ ） 技師（ Ｃ ） 技 術 員 

現 地 調 査 0.5    

平 面 図 作 成  0.5 2.0  

縦 断 図 作 成   0.6  

横 断 図 作 成  0.1 0.8  

土 工 数 量 算 出 0.2 0.4 0.4  

構造物数量算出 0.2 0.4 1.0  

照 査 0.3    

合 計 1.2 1.4 4.8  

      （備考）１．図面作成については、必要に応じてそれぞれの歩掛を計上する。 

          ２．設計協議のメンバーは、技師（Ｂ）１名程度を標準とする。 

 

   （２）標準歩掛の補正 

       次式により標準歩掛の補正を行うものとする。 

         

       補正後の歩掛 ＝ （標準歩掛）×（補正係数） 

 

        ｙ =  ｘ × （ 163.51 x-0.387 ）／ 100 

         ｙ：補正係数 

         ｘ：設計延長（km） 

 

なお、設計延長 ｘ（km）は、小数第２位まで入力し、補正係数 ｙ は、小数第２位（小数

第３位四捨五入）まで算出する。 

参７－B－7 

コード番号 ＳＣ８９０ 

 

第２節 補完業務委託設計基準 

   ２－１ 土木、構造物等数量算出歩掛 

本歩掛は、道路、河川の設計において与えられた資料にもとづいて土工（路盤舗装等の面積算出を

含む）及び構造物の数量を算出するものである。 

   （１） 適用範囲 

本歩掛表は下記に示す範囲の設計業務に適用する。 

１）当初の実施設計または詳細設計の資料を与え、それを基本として土工及び構造物等の数量のみを

見直す場合に適用する。 

２）中心線、縦断、横断を変更する場合には適用しない。 

３）測点間隔は 20m を標準とする。 

   

 

 

 

 

 

  (１km 当たり) 

職 種 

区 分 

直 接 人 件 費 
備   考 

技師（ Ｂ ） 技師（ Ｃ ） 技 術 員 

現 地 調 査 0.5    

平 面 図 作 成  0.5 2.0  

縦 断 図 作 成   0.6  

横 断 図 作 成  0.1 0.8  

土 工 数 量 算 出 0.2 0.4 0.4  

構造物数量算出 0.2 0.4 1.0  

照 査 0.3    

合 計 1.2 1.4 4.8  

      （備考）１．図面作成については、必要に応じてそれぞれの歩掛を計上する。 

          ２．設計協議のメンバーは、技師（Ｂ）１名程度を標準とする。 
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設計業務等標準積算基準（参考資料） 新旧対照表 

改正内容 新（平成２６年１０月１日） 旧（平成２５年１０月１日） 

第 7 編参考資

料 

B.発注者支援 

 

 

 

 

 

 

 

○電算業務委

託 標 準 歩 掛

（単価）の改

正 

 

 

 

 

 

 

 

○工種による

補正を追加 

 

 

 

 

 
第３節 電算業務（入力データ作成）委託積算基準 

 

   ３－１ 適用範囲 

本歩掛は、補助入力システムによる積算組立とデータ入力をおこなう業務に適用する。 

 

   ３－２ 業務委託料の積算 

    「設計業務等積算基準」に準ずる。 

 

   ３－３ 電算業務歩掛 

   （１）標準歩掛 

  (１件当たり) 

名 称 積 算 額 （ 工 事 価 格 ） 単  価 

積 算 （ Ａ ） 5,000 千円以下 TI910 

積 算 （ Ｂ ） 5,000 千円を超え  10,000 千円以下 TI911 

積 算 （ Ｃ ） 10,000 千円を超え  30,000 千円以下 TI912 

積 算 （ Ｄ ） 30,000 千円を超え  50,000 千円以下 TI913 

積 算 （ Ｅ ） 50,000 千円を超え 100,000 千円以下 TI914 

積 算 （ Ｆ ） 100,000 千円を超えるもの TI915 

       （備考）１．積算額とは、電算で積算される工事費（本工事・付帯工事）の予想額。 

２．電算業務の成果より算定した工事費が積算額の範囲から外れた場合は、

設計変更の対象とする。 

   （２）標準歩掛の補正 

       下表により標準歩掛の補正を行うものとする。 

       補正後の歩掛（１件当たり）＝（標準歩掛）× ( １＋x ) 

 

工種による増減率（ｘ） 

工 種 増減率 

道 路 改 良 ０％ 

舗 装 －３０％ 

交 通 安 全 施 設 －３０％ 

河川・砂防（流路工） ＋１０％ 

砂 防 （ 堰 堤 工 ） －５０％ 

 

   ３－４ 電算業務委託の標準工期 

（１）設計業務と電算業務合併委託の場合は、設計業務の工期に含むものとする。 

（２）電算業務単独委託の場合 

   Ｙ＝０．０１５（ＭＡＫＡ＋ＭＢＫＢ＋・・・・・＋ＭＦＫＦ） ＋ ２ 

   Ｙ：標準工期（小数点以下切上げ） 

   Ｍ：ＭＡ＝ ２５（積算Ａ） 

ＭＢ＝ ４０（積算Ｂ） 

ＭＣ＝ ６０（積算Ｃ） 

ＭＤ＝ ７０（積算Ｄ） 

ＭＥ＝１００（積算Ｅ） 

ＭＦ＝１３０（積算Ｆ） 

   Ｋ：発注件数 

参７－B－8 
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第３節 電算業務（入力データ作成）委託基準 

 

   ３－１ 電算業務委託基準 

（１）補助入力システムによる積算組立とデータ入力の費用として、下表の積算額（工事価格）の 

区分による積算１件当たりの単価を直接人件費として計上すること。 

単価は、土木関係委託設計単価表によるものとし、直接人件費としてその他原価の対象とす 

る。 

       

                      

       

                      

（     ）  

名 称 積 算 額 （ 工 事 価 格 ） 備  考 

積 算 （ Ａ ） 5,000 千円以下 TI910 

積 算 （ Ｂ ） 5,000 千円を超え  10,000 千円以下 TI911 

積 算 （ Ｃ ） 10,000 千円を超え  30,000 千円以下 TI912 

積 算 （ Ｄ ） 30,000 千円を超え  50,000 千円以下 TI913 

積 算 （ Ｅ ） 50,000 千円を超え 100,000 千円以下 TI914 

積 算 （ Ｆ ） 100,000 千円を超えるもの TI915 

       （備考）１．積算額とは、電算で積算される工事費（本工事・付帯工事）の予想額。 

２．工事費調整については、比較設計を極力利用しこれによりがたい場合は単価を

10％割増すものとする。 

３．電算業務の成果より算定した工事費が積算額の範囲から外れた場合は、設計変

更の対象とする。 

       

                      

           

  

  

  

  

  

  

（２）電算業務委託の標準工期 

１）設計業務と電算業務合併委託の場合は、設計業務の工期に含むものとする。 

２）電算業務単独委託の場合 

   Ｙ＝０．０１５（ＭＡＫＡ＋ＭＢＫＢ＋・・・・・＋ＭＦＫＦ） ＋ ２ 

   Ｙ：標準工期（小数点以下切上げ） 

   Ｍ：ＭＡ＝ ２５（積算Ａ） 

ＭＢ＝ ４０（積算Ｂ） 

ＭＣ＝ ６０（積算Ｃ） 

ＭＤ＝ ７０（積算Ｄ） 

ＭＥ＝１００（積算Ｅ） 

ＭＦ＝１３０（積算Ｆ） 

   Ｋ：発注件数 
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